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今月の主な内容 主な行事予定（9月・10月）

まちの話題…………………… ２−６

おしらせ…………………… ７−１５

わが町のアイドル……………… １６

9月15日　県民体育大会相撲競技（伊仙町）
9月22日　町内中学校体育祭
9月28日　鹿浦小・馬根小運動会
9月29日　町内小学校運動会
10月5・6日　全国闘牛サミットinいせん
10月13日　町民体育祭
10月26日　あまみ長寿子宝フェスタin徳之島
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　８月４日（日）、第２７回伊仙町ほーらい祭 IN 面縄港が、開催されました。当日は、仮面ライダー
ウィザードショー・中国大黄河雑技団ショー・中森あきないものまね歌謡ショー・レーザーショー・
花火大会と多彩なプログラムと町内外から多くの来場者で賑わい大盛況でした。また、翌日には面
縄小中学校の児童生徒によるボランティアで、清掃も行っていただきました。ありがとうございま
す。皆様方の温かいご支援・ご協力のもと、祭りが盛会裡に終了することができ実行委員一同心よ
り御礼申し上げます。

ほーらい祭 IN 面縄港
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　8 月 16 日（金）、徳之島が誇る伝説の名牛「実熊牛（さねくまぎゅう）」の角が、沖
縄県で所有していた上原　政英氏の手で大事に抱えられながら約 51 年ぶりに帰郷いた
しました。
　上原氏は、元沖縄県議・うるま市議で沖縄県闘牛界で名解説者としても知られている
人物で、沖縄県闘牛協会の資料館建設計画で集められた資料の中に「実熊牛」の角があ
り、資料館建設計画がなくなった後も、約 38 年間大切に保管なさっていたそうです。 
　伊仙町と徳之島闘牛連合会は、沖縄県在住の実業家、安藤　淳子さんの紹介で実在す
ることを知り、上原氏との交渉の結果、徳之島「なくさみ館」への寄贈が実現いたしま
した。
　この機会に、徳之島なくさみ館　資料展示室へ足を運ばれ、闘牛の文化・歴史に触れ
てみては、いかがでしょうか ?

【徳之島なくさみ館　資料展示室】
◆営業時間 : 午前 9 時 ~ 午後 4 時 30 分
◆入 館 料 : 大人（高校生以上）200 円、子供（小・中学生）100 円、幼稚園以下無料
◆休 館 日 : 毎週月曜日

　7 月 12,13,14 日を基準日に奄美群島日本復帰 60 周年記念「第
67 回県民体育大会・第 54 回大島地区大会」が各市町村にて行わ
れました。
　大会は、台風の接近により定期船の運航に支障が生じ、各競技
で各市町村の代表が、棄権するなどの影響がありましたが、伊仙
町総合体育館で行われたバレーボール（男子）は、参加予定の全
12 チームが参加し、熱戦を繰り広げました。
　大会結果につきましては、右記の通りです。

　8 月 17 日（土）ほーらい館において、合同金婚式が開催されました。
金婚式該当ご夫婦 12 組の皆さんとご家族、町長をはじめ各界から多数
のご参列をいただき盛大に祝賀会を行いました。
余興では、阿三島唄踊り同好会の皆さんに御前風・意見口説、重村睦子
さんによる日舞、永田心花さん、西山千穂さんによる島唄、堀江淳一さ
んが歌謡曲を披露し、結婚 50 年目の皆さんを祝福するとともに会場を
沸かせていただきました。
　町民生活課、へき地保育所保育士によるウギ節、最後はワイド節と六
調を参列者全員で踊り閉会となりました。
　ご多忙の中ご参加ありがとうございました。次の結婚 60 年目、ダイ
ヤモンド婚に向け、これからも仲良く元気にお過ごし下さい。
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　８月７日（水）～９日（金）にかけて町子ども会主催『イン・リー
ダー研修～２泊３日のキャンプ体験～』を実施しました。
各子ども会の４年生以上の児童２２名がリーダーとしての資質向上を
目指し研修を深めた。
初日は、子ども会の目的やリーダー論・人権教育について学習し、レ
クリエーションやシーカヤック体験で初めての子ども達とも仲良く交
流を深めた。
　２日目は追い込み漁で夕食食材の確保。残念ながら見られなかった
がウミガメの産卵観察など、本町の自然に触れた。
最終日は所属する子ども会と合流し、義名山プールの壁画作成を行い
研修の締めくくりました。
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研 修

　平成 25 年 6 月 29 日に伊仙町ゲートボール場におきま
して、日本復帰 60 周年記念・長寿世界一泉重千代翁旗
鹿児島・大島地区交流ゲートボール大会（伊仙町ゲート
ボール協会主催）が開催されました。鹿児島から 45 名 9
チームが参加しました。

結果は次のとおりです。
1 位　やんぐひまわり　  （鹿児島）
2 位　わいわいクラブ B（鹿児島）
3 位　わいわいクラブ A（鹿児島）

日本復帰６０周年記念・長寿世界一泉重千代
翁旗鹿児島・大島地区交流ゲートボール大会
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　犬田布中学校第３３回卒業生代表２名（久保　等氏，
元原　正善氏）が、寄付金を受け渡すために母校を訪問し、
直接、中馬俊宏校長に贈呈されました。
　第３３回卒業生（昭和４０年生）らは、４９歳になる
のを記念し、霧島市内のホテルで７月１２日（金）犬田
布中卒業生全国同窓会を行い、その席で母校犬田布中に
どのように貢献してけるのかを話し合い，後輩たちの学
習環境充実のために少しでも役立てて欲しいと今回の贈
呈に至りました。
　中馬校長は、先輩たちの母校を愛する気持ちを在校生
にも伝え、学習環境充実に役立てたいと感謝の意を述べ
られました。

母校に寄付金贈呈、犬田布中第３３回卒業生

伊仙町教育委員会ＡＬＴのデイビット先生が１年間の勤務を終え、
新たにジョナサン先生が赴任いたしました。

デイビット
「伊仙町の皆さん、子ども達１年間ありがとうございました。アメリカに帰っ
てからは環境・エネルギーについて勉強したいと思っています。またお会いで
きるのを楽しみにしています」

ジョナサン
「Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｅｂｅｒｓｏｌｅ（ジョナサン　エバソール）と
言います。
ペンシルバニア州フィラデルフィア出身の２５歳です。
特技は琉球拳法。好きな日本の言葉は『忍耐』です。今、日本語を一生懸命勉
強中です。伊仙町の子ども達、町民の皆さんよろしくお願いします。」

Good bye

Welcome
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保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、

障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付

が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」が

ありますので、住民登録をしている市区役所および町村役場の国民年金担当窓口で手

続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。

平成25年度の免除等の受付は平成25年7月1日から開始され、平成25年7月分か

ら平成26年6月分までの期間を対象として審査をおこないます。

ただし、平成25年7月に申請する場合は、平成24年7月分から平成25年6月分ま

での期間（前一年間分）についても申請することができますので、前一年間分の免除

等も併せて申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いいたします。

平成25年4月分から平成26年3月分までの国民年金保険料は、月額15,040円で

す。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビ

ニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等

を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もあります。

日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対し

て、電話、書面、面談により早期に納めていただくよう案内をおこなっております。

未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限

までに納付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のある方の財

産を差し押さえることがありますので、早めの納付をお願いします。

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度

がありますので、市区役所・町村役場の国民年金窓口へご相談するようお願いします。

※ 納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主にな

ります。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

国民年金保険料免除等の申請について

　ご不明な点がございましたら、お気軽にお近くの年金事務所または、伊仙町役場国
民年金担当窓口までお問い合わせください。

伊仙町役場町民生活課　国民年金担当　８６−３１１１（内線５２）
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☆感染症が流行しています！！
　腸管出血性大腸菌やＲＳウイルス感染症などの、感染症が流行して
います。予防方法としては、帰宅後・食事の前・トイレの後などの石
鹸での手洗いやうがいを行い、腸管出血性大腸菌は生肉の料理は中心
部まで十分加熱し、生肉は、専用の皿とトング・箸を使用し、焼きあがっ
た肉や野菜等と触れないよう注意しましょう。

☆熱中症に注意しよう！
　熱中症は高温、多湿、日差しが強いときなどに起こりやすくなります。
室内でも起こるため、クーラーや扇風機などで室温を調整しましょう。
　熱中症を疑う症状は、めまい・立ちくらみ・筋肉痛・大量の発汗・頭痛・
吐き気・倦怠感（体がだるい）・意識障害・高体温などです。熱中症の
予防には、こまめな水分補給や休憩、また日傘や帽子をかぶりましょう。
意識障害があったり、水分を自分で摂れない場合は、医療機関を受診
しましょう。

★結核検診がはじまります★
９月２４日～９月３０日までの一週間は結核予防週間です。本町では、
６５歳以上の方を対象に、９月２７日 ( 金 )、９月３０日（月）～１０
月３日（木）まで、結核検診を行います。年に１回は、結核検診を受
けましょう！

保健センターより
徳之島愛ランドク
リーンセンターから
のお知らせ
　クリーンセンターの運営につきまして
は、町民の皆さまの、ごみの分別等の、
ご協力ご理解により成り立っています。
今後とも、分別の徹底を、よろしくお願
い致します。
　尚、10 月 14 日（月）は、クリーンセ
ンターの休業日となりますので、よろし
くお願いします。
　又、営業日は、年末年始、日曜日を除く、
月曜日から土曜日まで、午前 8 時 30 分
から午後 4 時 30 分の受入となります。
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平成２５年度 
 

  我が国の農業・農村は、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人
と農地の問題」があり、５年後、１０年後の展望が描けない地域が増えています。 
  皆さんの地域ではいかがでしょうか？ 
  地域の皆さんで話し合ってプランを作り、実行していくことに 
よって「人と農地の問題」を解決しましょう。 
  プランの作成や就農者の増加、農地の集積を応援します。  

（人・農地プラン／新規就農／農地集積） 

１ 人・農地プランとは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。 

☆ 集落・地域における話し合いによって、 

◎ 今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）はどこか 

◎ 中心となる経営体へどうやって農地を集めるか 

◎ 中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家、自給的農家） 

   を含めた地域農業のあり方（生産品目、経営の複合化、６次産業化） 

などを決めていただきます。 

２ 人・農地プランには、様々なメリットがあります。 

☆ 人・農地プランに位置付けられると、 

◎ 青年就農給付金（経営開始型） 

  ※準備型（研修中）は、人・農地プランと関係なく給付します 

◎ 農地集積協力金（中心となる経営体に農地を提供する方） 

◎ スーパーＬ資金の当初５年間無利子化(認定農業者) 

◎ 経営体育成支援事業（適切な人・農地プラン作成地区で経営 

 改善を目指す中心経営体等の方） 

といった支援を受けることができます。 

３ 人・農地プランは、随時、見直すことができます。 

☆ 最初からパーフェクトなプランにする必要はありません。 

 一旦プランを決めても、 

◎ 新規就農者が新たに出てきたとき 

◎ 集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき 

◎ 引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき 

などは、見直せば、２のメリットを受けられます。 

 必要な部分から始めて、順次拡大していくことで構いません。 

〈集落における話し合いにあたって〉 

○ 人・農地プランの範囲は、地域的 
 なまとまりを持つ農業集落や地域を 
 エリアとすることを基本としますが、 
 地域の実情に応じて複数集落やもっと 
 広いエリアでも可能です。 

○ 地域の将来に関する話し合いです 
 ので、経営主だけでなく家族の皆 
 さんも積極的に参加してください。 

〈市町村による検討会の開催〉 

○ 市町村は、話し合いを受けて人・ 
 農地プランの原案を作成し、農業  
 関係機関や農業者の代表で構成する 
 検討会を開催します。 
※ 検討会のメンバーの概ね３割は 
  女性としてください 
○ 検討会の審査の結果適当と判断され 
 たものは、市町村が人・農地プラン 
 として正式決定します。 

  

新規就農者への支援 

自ら独立して農業を開始する方 新規就農者を雇用する農業法人等 

「人と農地の問題」の解決に向けて、農業を始めたい方や新たに人を 
雇いたいと考えている皆さんを支援します。 

 
 
 
 

農の雇用事業  

[助成額]  

最大１２０万円／年／人 
（最長２年間） 

※ 「人・農地プラン」に位置づけられて 
  いない方も対象となります。 

 
 
 
 

青年就農給付金（準備型）  

  道府県農業大学校や都道府県が指定する先進農家・先進農業法人等で研修 
  を受ける方で、以下の要件を全て満たす方 
   ① 原則として就農予定時の年齢が45歳未満の方 
   ② 都道府県が認める研修機関等で概ね１年以上研修する方 
   ③ 研修終了後１年以内に就農する方 
   ④ 自ら農業経営又は農業法人に雇用されて就農する方 

[給付額] １５０万円／年（最長２年間） 

農業技術の研修中に給付金を給付します。 

※ 「人・農地プラン」に位置づけられている必要はありません。 

 
 
 
 

青年就農給付金（経営開始型） 

[給付額]１５０万円／年 
    （最長５年間） 

農業を始めて間もない時期に 

給付金を給付します。 

 農業を始めてから経営が安定するまで 
の方で、以下の要件を全て満たす方(※1,2) 
① 原則として45歳未満で独立・自営 
  就農する方 
② 就農する市町村の「人・農地プラン」 
  に位置づけられている方（見込みも可） 
③ 就農後の総所得（本給付金以外）が 
  ２５0万円未満の方 

※1：農家子弟の方でも、 
    ア 親とは別に独立した経営をする場合 
    イ 親の経営から独立した部門を立ち上げて経営 
     する場合 
    ウ 親元に就農してから５年以内に親から経営を 
           継承する場合 
  は給付対象となります。 
※2：青年就農給付金（準備型）の受給を要件とはし 
      ていません。 

農業法人等の人材育成を 
支援します。 

農業法人等がその職員や後継者を、
次世代の経営者として育成するために、
先進法人・他産業へ研修派遣する経費
を助成します。 

農業法人等が新規就農者を雇用して、
栽培技術や経営ノウハウなどの研修を
実施する場合に、研修に要する経費を
助成します。  

○ 

○ 
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 「人と農地の問題」の解決に向けて、農地の集積を進めようとする 
 皆さんを支援します。 

（１）出し手に対する支援（農地集積協力金） 

農地を出すこと（利用権設定又は農作業委託）への踏み切りを支援します。 

 交付対象者は、販売農家とします。 
 交付対象農地は、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人へ１０年以上の白紙委任を行った自作地です。 
 25年度から土地利用型作物に加え、樹園地、野菜畑等（土地利用型農業以外）の円滑な経営継承を交付対象に追加します。 

［交付対象者］ 
「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営体の
農地の連坦化に協力していただく 
① 中心経営体の経営耕地に隣接する農地の所有者 
② 中心経営体の経営耕地に隣接する農地を借りて

耕作していた農業者 

 
 
 
 

② 分散錯圃解消協力金 

[交付単価](※３) 

５千円／10ａ 

［交付対象者］  
土地利用型農業等からの経営転換などをきっかけに
「人・農地プラン」に位置づけられた中心経営体へ
の農地集積に協力していただく 
① 土地利用型農業から経営転換する農業者 
② 農業部門の減少により経営転換する農業者 
③ リタイアする農業者 
④ 農地の相続人 
 

 
 
 
 

① 経営転換協力金  

0.5ha以下     
0.5ha超2.0ha以下  
2.0ha超  

[貸付等を行う面積]  [交付単価]（※3） 

： 30万円／戸 
： 50万円／戸 
： 70万円／戸 

※３：市町村への交付単価です。 

農地集積への支援 

   安定した土地利用の確保を支援します。 
    （「人・農地プラン」に位置づけられていない方も対象となります。） 

    
 

 ［交付対象者］ 
 農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人
を通じて、面的集積(連坦化)して経営規模を拡大す
る農業者 

 
 
 
 

規模拡大交付金  

［交付単価］  ２万円／10ａ 

（２）受け手に対する支援（規模拡大交付金） 

○人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体への農地の集積範囲が定められた場合には、その
範囲内で利用権が設定されれば、２筆以上の農地のまとまりがなくても、規模拡大交付金の対象と
なります。 

○交付対象作物に制限はありません。 

 

 農地法に基づく遊休農地対策について 
   上記の支援策と併せて、農業委員会は、遊休農地解消のための法制度を確実に実施 
    （地域の中心となる経営体に貸し付けて、農地を集積する方向に誘導） 

農地利用状
況の調査 

遊休農地所有者等に対
する農地の利用増進の
ための指導 

指導に従わない場合には、遊休農地所有者等への通知、
勧告、買入協議、都道府県知事による調停、裁定といっ
た、特定利用権の設定等の手続へ移行 

融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付 支援措置 

支援対象者 人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体等 

補助率 事業費の３／１０上限 

基盤整備事業、共同利用施設整備事業等、事業の採択や交付金配分に当たって、人・農地
プランを作成した地区や中心経営体を考慮するなど、人・農地プランとの連携を推進しま
す。 

「人と農地の問題」の解決に向けて、経営規模の拡大等に意欲的に取り組む皆さんの資金
調達を支援します。                    【スーパーＬ資金】 

貸付対象者 人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられた認定農業者 

スーパーＬ資金の貸付当初５年間実質無利子化 支援措置 

貸付限度額 個人：  ３億円（複数部門経営等は６億円）   
法人：１０億円（常時従事者数に応じ２０億円まで）  

 農林水産省経営局 
           経営政策課 ･････  ０３－６７４４－０５７７ 
           農地政策課 ･････  ０３－６７４４－２１５１ 
          就農・女性課 ･････  ０３－３５０１－１９６２ 
                  
          
             
 
             

農林水産省HPアドレス（各地域の「人と農地の問題」を解決しましょう！） 
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hito_nouchi.html 

金融支援 

 農業用機械等の導入支援 

 基盤整備、共同利用施設整備等の支援 

「人と農地の問題」の解決に向けて、地域の中心となる経営体の皆さんの農業用機械等の
導入を支援します。                  【経営体育成支援事業】 

全国における人・農地プランの取組事例は次のURLページで公開しています。 

  (http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/plan_jirei.html) 
 
 

 人・農地プランの取組事例 
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　気象庁では、大雨・暴風・高潮や地震、津波などにより重大な災害

の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけています。

より甚だしい大雨や大きな津波等が予想され、重大な災害による危険

性が高まった際には、特別な警戒を呼び掛けるため、新たに平成 25

年 8 月 30 日より「特別警報」を発表しております。

　特別警報の対象とする現象は「東日本大震災」や、我が国の観測史

上最高の潮位を記録し、犠牲者 3,300 名以上を出した「伊勢湾台風」

等が該当します。鹿児島県内に大きな災害をもたらした事例では、

犠牲者 3700 名以上を出した昭和 20 年 9 月の「枕崎台風」、薩摩

半島南部に上陸し、犠牲者 48 名を出した平成 5 年 9 月の「台風第

13 号」、九州南部を中心に甚大な被害をもたらし、犠牲者 93 名を

出した「平成 5 年 8 月豪雨」、川内川流域で約 1,500 棟が浸水した「平

成 18 年 7 月豪雨（いわゆる、鹿児島県北部豪雨）」等が該当します。

　特別警報が発表され

た場合、お住まいの地

域は数十年に一度しか

ないような非常に危険な状況にあります。屋外の状況や、避難指示・勧告等

に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

　また、大雨等の被害を防ぐには、時間を追って発表される注意報、警報やその他の気象情報を活用して、早め早めの行

動をとることがあなたや家族の命を守ります。

特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご覧いただけます。
　http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html

【お問い合わせ先】
鹿児島地方気象台防災業務課　電話 :099-250-9919

オータムジャンボ宝くじ
発売期間
　９月２０日（金）～１０月１１日（金）
当選金
１等　３億３千万×１３本（発売総額３９０億円・１３ユニットの場合）
前後賞各　　　３千万×２６本（発売総額３９０億円・１３ユニットの場合）

※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

気象庁から「特別警報」開始のお知らせ
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　伊仙町敬老年金支給条例は、昭和 46 年 4 月 1 日に公布され、目的として、「永年にわたり社会のために貢献した
高齢者の長寿を祝福するとともに、敬老の意を表するため敬老年金を支給する」と謳われておりますが。①町の財政
が逼迫してきたこと　②一番に大きな理由として、子育て支援金が増加して来ており、以前に、高齢者の方からの
ご意見の中で、敬老祝い金を子育てに支援に使って欲しいとの意見もあり、議会の皆様へご理解をいただき、昨年
６月の定例議会の中で条例改正を可決していただき、改正を行うことになりました。財政が厳しい現状下であり、苦
しみの伴う敬老祝い金の減額で、高齢者の皆様方への生きがい対策の後退にもとれますが、次代を担う子育て支援
に使わせていただきたく、町民の皆様にご理解をいただきたいと思います。なお、改正の内容は下の表のとおり。 

平成２３年度まで 平成２４年度から

基準日９月１日に生存する次の者 本町に１年以上居住し、その年度に次の年齢になる
もので、９月１日に生存する者

年齢 支給金額 変更後 年齢 支給金額
８０歳～８４歳 年額 5,000 円 ８５ 年額 10,000 円
８５歳～８９歳 年額 8,000 円 ８８歳 年額 10,000 円
９０歳～９９歳 年額 15,000 円 ９０歳～９９歳 年額 10,000 円
１００歳～１１０歳 年額 80,000 円 １００歳～１１０歳 年額 80,000 円
１１１歳以上 年額 360,000 円 １１１歳以上 年額 360,000 円

         
支給に関しましては、９月下旬を予定しており、対象者には「ハガキ」でご案内します。

お問い合わせ先
保健福祉課　高齢者担当

８６−３１１１（代）（内線６３番）

成２４年度から敬老祝金の支給年齢が変わりました。

１　日時　平成２５年１０月２６日（土）
　　　　　 １０：００～１７：００（ステージは１３：３０～）
２　場所　伊仙町　ほーらい館
３　趣旨
　・「あまみ長寿・子宝プロジェクト」１０年間の総括
　・奄美群島が持つ「長寿・子宝・癒し」の特長を活用
　　した地域づくりへの気運の醸成を図り，主体的な取
　　り組みへつなげる
　・奄美群島が有する「長寿・子宝・癒しの島」の魅力
　　を広く情報発信する
４　スケジュール
　（１）ステージ
　・オープニング演奏：天城町子宝三味線クラブ（予定）
　・パネルディスカッション
　・「長寿・子宝」ミニコンサート（ゲスト：元ちとせ）
　・「長寿・子宝に関する作文」の表彰および発表
　・エンディングセレモニー：
　　 「長寿・子宝」大会宣言＆六調（参加者全員）　
　（２）展示，館外
　・パネル展示（プロジェクトの概要と「長寿・子宝」
　　からイメージされる奄美群島各市町村毎のＰＲ）
　・プロジェクトの成果品
　・長寿食材グルメグランプリ：長寿食材を活用した
　　グルメグランプリ
　・子どもの遊び伝承コーナー
５　その他　託児あり（要事前申し込み）
６　問い合わせ
鹿児島県保健福祉部保健医療福祉課企画調整係
ＴＥＬ ０９９－２８６－２６６２  ＦＡＸ ０９９－２８６－５９２８
Ｅ－ｍａｉｌ  ｈｓｗｋｃ＠ｐｒｅｆ．ｋａｇｏｓｈｉｍａ．ｌｇ．ｊｐ

　指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利
用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が
有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上
を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、
平成 15 年 9 月に設けられた制度です。
　このたび、「伊仙町立西公民館」の管理運営について、多様化す
る住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与するため指定管理
者を下記のとおり募集いたします。

管理を行う公の施設の名称及び所在地
名　称：伊仙町立西公民館
所在地：伊仙町大字犬田布 778 番地

指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
　伊仙町公民館の設置及び管理等に関する条例に準ずる管理及び
業務内容とする。但し、管理基準や業務の範囲は、別に協定によ
り定めるものとする。

指定の期間
　平成 26 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日（5 年間）

申請の方法
　伊仙町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条
例第 3 条及び同施行規則第 3 条の規定により行うものとする。

詳しいことについては、伊仙町教育委員会社会教育課にお問い合
わせください。
　TEL: ０９９７－８６－４６５３　（担当：當）

平

あ 伊まみ長寿
子宝フェスタ in 徳之島

仙町立西公民館の指定管
理者を募集いたします。

⇨
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　「子宝ねっと・いせん」は、伊仙町の子育て支援のシステムです。子育て支援をテーマに、子供に関する健康情報（健
診データ、身体測定結果、予防接種の記録など）をデータベースに蓄積したものに加え、保護者ご自身で子供の成長
記録を作成したり、保育園・幼稚園・小学校・中学校・保健センター・などからのお知らせや案内をメールで受信し
たりできる無料のサービス（携帯や自宅ＰＣでの通信費などは自己負担）です。

まだ未登録の方、新規に登録されたい方は、関連する保育所・幼稚園や学校にお問い合わせいただくか、下記までご連絡ください。
子宝ねっと・いせん事務局（伊仙町企画課）８６－３１１１
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落
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総人口＝7,099
　男　＝3,547
　女　＝3,552
世　帯＝3,590

人口の動き
（25年7月31日現在）

出　生＝4
死　亡＝7
転　入＝21
転　出＝17

子宝日本一の町 わが町のアイドル

わが町のアイドル募集！
　本紙では「わが町のアイドル」と題して、わが家の
かわいい子どもの写真を掲載します。
　毎月 10 日までに住所・氏名（子どもと保護者）・電
話番号・簡単な PR文を添えて、写真を役場企画課広
報係までお持ち下さい。
問い合せ先　伊仙町役場企画課　86-3111（内 24）
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福山　陽
よ う た

太くん（3歳 5ヶ月）

福山　莉
り お

央ちゃん（1歳 9ヶ月）
莉央のお世話をよくしてくれる陽太♪
陽太のマネばっかりの莉央♪
これからもずっと仲良しの兄妹でいてね♪

久保　こころちゃん（1歳3ヶ月）
毎日たくさんの笑顔に癒されます。
元気いっぱい大きくなってね☆


